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●●  目目的的とと位位置置づづけけ  ●●  

【【目目的的】】  

本区の住まいをめぐる社会動向、地域の状況、これまでの取り組みの実績等を踏ま

え、今後 10 年間（平成 23～32 年度／2011～2020 年度）の新たな住宅施策を推進す

るための基本方針として策定します。 

【【位位置置づづけけ】】    

世田谷区基本構想・基本計画を上位計画とする本区の住宅政策領域（住宅・住環境・

暮らし）に関する基本方針です。 
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●●  住住宅宅事事情情等等のの動動向向とと課課題題  ●●  
 

【【広広域域的的なな動動向向】】  

住宅の量的充足に伴い、住宅の量

の確保から質の向上へと住宅政

策が移行。 

住宅に求められる質の多様化、高

度化に対応するために健全な市

場の形成を促進。同時に消費者利

益保護のための法制度を拡充。 

住宅行政が福祉・街づくり、環境、

教育などの分野と連携してニー

ズに対応する必要性が増大。 

地域住民、ＮＰＯ、事業者、専門

家等の連携による、地域の実情を

踏まえた政策の必要性が増大。 

【【世世田田谷谷区区のの現現状状】】  

マンションが増加するなか、マンションをめぐ

る課題への対応の重要性が増大。 

単身世帯は増加傾向にあり、全世帯に占める割

合は約半数を占める。 

高齢化の進展に伴い、高齢者のみ世帯が全世帯

に占める割合は平成17年では約２割まで増加。

空家率は、平成 20 年に 7.6%と改善がみられた

が、依然として 35,000 戸以上の空家があり、

有効活用が必要。 

老朽木造住宅の改善や居住水準は改善傾向に

あるものの、民営借家の居住水準、バリアフリ

ー化、省エネルギー設備の整備は依然として遅

れており、民営借家の質の向上が課題。 

【【課課題題】】  

（１）安全・安心な住まい・まちづくり 

適切な住宅選択ができる良好なストック形成と有効活用 
防災性の向上／防犯性の向上／化学物質等による環境汚染の防止 

（２）高齢者、障害者、子育て世帯など多様なニーズに対応した住まい・まちづくり 

だれもが暮らしやすい住宅の整備・改修促進 
道路・歩道のバリアフリー化の推進／子育て支援の拡充 
医療・福祉サービスとの連携／高齢者や障害者等が入居しやすい環境づくり 

（３）住宅困窮者に配慮した住宅・住環境づくり 

住宅困窮者の住まいの確保による住宅セーフティネットの構築 
公的住宅の適正な利用促進とセーフティネット機能の強化 

（４）地域や地球の環境への配慮 

省エネルギー設備の導入、自然エネルギーの利用促進 
住宅の長寿命化、リサイクルなどへの配慮／みどり率の向上及び農地の保全 

（５）地域の魅力・地域への愛着を生かした区民が主体となった住まい・まちづくり 

高い定住意向・地域活動への参加意向を生かした区民・ＮＰＯ・事業者の協働 
地域の住宅関連産業の健全な育成／地域に開かれた住まいづくり 
住まいに関する学習や相談の場づくり／地域ごとの魅力や資源の活用、景観づくり

地域主体のまちづくりの促進、コミュニティ形成の支援 
外国人が住みやすい環境づくり 



●●  住住宅宅生生活活のの目目標標  ●●  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

策策定定のの視視点点  

これまでの住宅政策の視点を継承しつつ、新たにソフト施策との連携、環境配慮

の促進等の考え方を加えた３つの視点で計画を策定します。 

視点１ 本質的な暮らしの豊かさの実現 

ハード面の豊かさにとどまらず、近隣のコミュニティ形成をはじめ、子ども、

高齢者、障害者などすべての人が共に生き、支えあい、過ごしやすい住まいやま

ちをつくることで、本質的な暮らしの豊かさや地域の価値を高めていきます。 

○協働に向けた基盤の強化 

区民の地域への愛着の高さに応えるため、区民・ＮＰＯ等の地域主体の協働を

一層充実していきます。 

また、地域参加意向のある区民の後押し、住まいに関する教育・学習機会や相

談体制の拡充、街づくり条例の活用など、協働のきっかけ・仕組みづくりに積極

的に取り組みます。 

○福祉施策と連動した住まい・まちづくりの促進 

高齢者や障害者など、支援を必要とする方が安心して住み続けられるよう、住

宅政策と福祉などの関連する行政分野との一層の連携強化を図ります。 

視点２ 住宅セーフティネットの構築 

経済情勢が低迷を続けるなか、住宅に困窮する方の住まいとして、区営・区立

住宅のほか民間賃貸住宅を活用するなど、セーフティネットを構築していきます。

視点３ 環境配慮の促進 

低炭素社会づくりが重要な課題となるなか、住宅施策においても、省エネルギ

ーや住宅の長寿命化等により、環境負荷を低減するとともに、みどりあふれる住

まい・まちづくりを進めます。 

基基本本理理念念  

安安心心とと支支ええああいいをを実実感感ででききるる   
質質のの高高いい住住ままいい・・ままちちづづくくりり   



●●  施施策策体体系系図図  ●●  
５つの柱を掲げて住まい・まちづくりに取り組みます。

みんなが安らげる 

住まい・まちづくり 

いろいろな人が 

住みやすい 

住まい・まちづくり 

だれもが住み続けられる 

住まいづくり 

環境に優しく潤いのある 

住まい・まちづくり 

みんなで進める 

愛着のもてる 

住まい・まちづくり 

基本方針 基本施策 

(2) 住宅の適切な維持管理の促進 

(3) 防災・防犯の住まい・まちづくり 

(4) 健康的な暮らしを支える住まいづくり 

(1) 住まい・まちのユニバーサルデザインの推進 

(1) 地域の住宅関連事業者との協働による住宅の確保・
入居の円滑化

(4) 障害者が安心して暮らせるための支援 

(3) 高齢者が安心して暮らせるための支援 

(2) 子育て世帯が安心して暮らせるための支援 

(1) 環境負荷を抑えた住宅の誘導・住まい方の啓発 

(2) 公的住宅におけるセーフティネット機能の強化 

(1）区民・事業者・ＮＰＯ等による多様な住まい・まちづくり

(2) みどりとみずの住まい・まちづくり 

(1) 良質な住宅ストックの確保 

(4) 住まいに関わる情報提供・教育・相談体制の充実 

(3) 地域特性に応じた住まい・まちづくり 

(2）地域に開かれた住まいづくりの啓発・誘導 



①みどり豊かな住まいづくり 
②みどりの保全と創出による潤いある住環境の確保 
③住宅地における自然の水循環の回復 

①区民主体の活動の支援 
②新しい住まいづくりの実現に向けた取り組みへの支援 
③空家・空室の活用に向けた取り組みへの支援 

①地域に対して開かれた住まいの普及 
②隣近所のコミュニケーションの確保 
③集合住宅における共用部分の地域開放の促進 

①適切な住環境の維持・創出の誘導 
②地域ごとの個性ある景観・環境づくり 

①情報ネットワークづくり  
②住まい・まちづくり学習機会の充実 
③相談体制の充実と住まいに関する専門家等との連携 

①障害者が暮らしやすい住宅・住環境の確保 
②支えあいと生活支援の仕組みづくり 
③住宅資産を生かした安心づくり 

①住宅の取得・買い替えなどの支援 
②優良な住宅や事業者などの情報提供 
③高齢者・障害者等の民間住宅への入居支援 

①区営・区立住宅等の公平・適正な確保 
②区営・区立住宅等の公平・適正な運用 
③公的賃貸住宅に関する情報提供 

①省エネルギー関連設備の導入・再生可能エネルギーの利用促進 ④住宅建材のリサイクルの促進 
②環境共生住宅の促進      ⑤住まいにおける省エネルギー行動の促進 
③住宅の長寿命化の促進     

①地域コミュニティによる防災・防犯対策    ④防犯性の高い住まい・まちづくり  
②地震に強い住まい・まちづくり 
③水害を防ぐ住まい・まちづくり  

①健康的な暮らしの促進 
②シックハウス対策等の促進 

①住まいのユニバーサルデザインの推進 
②まちなかのユニバーサルデザインの推進 
③公的賃貸住宅等における福祉施設の整備 

①子育てしやすい住宅の確保 
②子どもにとって良好な住環境の整備 

①高齢者の多様な住替え先の確保 
②地域で高齢者を支える仕組みづくり 
③住宅資産を生かした安心づくり 

①多種多様な住宅ストックの形成    ④住宅性能表示制度の活用促進 
②良質な住宅の整備・形成  
③増加する単身用住宅需要への対応  

①民間住宅の維持管理の支援 
②マンションの維持管理の支援 
③公的住宅ストックの有効活用 



●●  政政策策指指標標及及びび目目標標値値  ●●  
  

 指標と定義 現状値 目標値 

長期修繕計画を作成している分譲マンショ
ン管理組合の割合  

平成 14 年 73.6％ 平成 32 年 90.0％ 

（仮称）分譲マンション管理組合連絡協議
会の設置 

平成 22 年度 なし 
平成 32 年度 

設置・ 交流会の開催 

最低居住面積水準に満たない世帯の割合 
平成 20 年 

持家  2.6％  
借家 29.8％ 

平成 32 年 
持家 ほぼ解消 
借家 早期解消 

誘導居住面積水準を達成している世帯の割
合 

平成 20 年 
持家 65.6％  
借家 18.9％ 

平成 32 年 
持家  70.0％ 
借家 50.0％ 

住宅の耐震化率  平成 17 年度 77.5％ 平成 27 年度 95.0％ 

基
本
方
針
１ 

 

雨水流出抑制の対策量 平成 21 年度 約 23 万㎥ 平成 29 年度 約 48 万㎥ 

共同住宅の共有部分におけるバリアフリー
化率 

平成 20 年 15.5％ 平成 32 年 40.0％ 

高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率
平成 20 年 

一定1 40.1％ 
高度2  9.7％ 

平成 32 年 
一定 75.0％  
高度 25.0％ 

公的賃貸住宅における福祉施設等の整備 平成 22 年度 32 団地 平成 32 年度 協議の上増設 

子育て支援マンションの認証数 
平成 22 年度 

１件 

平成 32 年度 
制度の周知・普及啓発 

及び増加 
子育て世帯の誘導居住面積水準達成率 平成 20 年 36.0％ 平成 32 年 50.0％ 

基
本
方
針
２ 

 

バリアーフリー化された公営住宅の住棟数 平成 22 年度 62 棟 平成 32 年度 増加 

高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅の登録
戸数 

平成 22 年度 
647 戸 

平成 32 年度 
1,500 戸 

居住支援住宅認証制度による住宅の認証数 平成 22 年度 28 戸 平成 32 年度 500 戸 

賃貸物件情報提供サービスによる情報提供
件数 

平成 22 年度 
210 件/年 

平成 32 年度 
3,000 件 

居住支援制度利用件数 
平成 22 年度 
67 件/年 

平成 32 年度 
1,000 件 

基
本
方
針
３ 

 

区営住宅の期限付き入居の導入 平成 22 年度 なし 平成 32 年度 導入 

家庭部門の二酸化炭素排出量の低減 
平成 19 年度 

1,311 千 t－CO2 
平成 32 年度 

低減 
住宅の省エネルギー化率3 平成 20 年 15.5％ 平成 32 年 40.0％ 
みどり率 平成 18 年 25.6％ 平成 29 年 27.5％ 

基
本
方
針
４公園緑地の整備面積 平成 18 年度 249.3ha 平成 29 年度 273.8ha 

高齢者のシェアハウス4・ホームシェア5事業
の情報提供・支援・仕組みづくり 

平成 22 年度 
活動支援 １回 

平成 32 年度 
仕組みづくり・増加 

地域共生のいえづくり支援件数 平成 22 年度 10 件 平成 32 年度 増加 

公営住宅の集会室の地域開放数 
平成 22 年度 

10 件 
平成 32 年度 

建替え等に伴い増加 
景観計画区域内の行為届出数 平成 22 年度 77 件/年 平成 32 年度 700 件 

基
本
方
針
５ 

「住まい・まち学習」機会数 平成 22 年度 18 回/年 平成 32 年度 180 回 
※年間の記述がないものは、累計値です。 

                                                  
1 一定のバリアフリー化：2 箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消。 
2 高度のバリアフリー化：2 箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な道路幅。 
3 住宅の省エネルギー化率：省エネルギー住宅を示す統計はないため、二重サッシ等で代用している。したがって、こ

の目標値は参考値としての位置づけである。 
4 シェアハウス：一つの家を複数の人と共有して暮らすこと。キッチンやリビング、シャワーなどは住人全員で共有し、

部屋は一人ずつ個室を利用する。 
5 ホームシェア：資産価値のある住宅を有しながら活用していない高齢者と若者を結びつけて、一つの家に複数の人で

暮らすこと。 



●●  重重点点ププロロジジェェククトト  ●●  
今後５年間で着手し、特に重点的に取り組む必要がある課題については、それぞれの

課題解決に向けた取り組みを「重点プロジェクト」として位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．．高高齢齢者者のの居居住住支支援援ププロロジジェェククトト  
－－区区営営住住宅宅のの高高齢齢者者見見守守りりネネッットトワワーークク化化支支援援－－  

高齢者・障害者等の住まい確保を進めるために、特に高齢化の進んでいる区営住宅

の高齢者の見守りネットワーク化を支援します。 

 福祉と連携した区営住宅に居住する高齢者の見守り 

 

 

地域におけるひとり暮らし高齢者の継続居住支援へ拡大 

高齢者世帯 

公的賃貸住宅の
建替え等と併せた 
福祉施設等の整備 

民生委員 

親族・友人 

ボランティア 
ＮＰＯ 

医療機関 

指定管理者 

公的団地自治会 

２２．．ママンンシショョンン維維持持管管理理支支援援ププロロジジェェククトト  
－－分分譲譲ママンンシショョンンのの維維持持管管理理支支援援－－  

今後築年数が 30 年を超える分譲マンションが増加することから、適切な維持管理を支援

するため、新たに（仮称）分譲マンション管理組合連絡協議会の設立を支援します。 

 
 
マンション マンション

マンション

マンション マンション 管理組合（居住者）の連絡協議会 

世田谷区住まいサポートセンター 
マンション管理講座 
マンション相談 
耐震診断・改修工事助成 
耐震改修アドバイザー派遣 

（財）マンション管理センター
マンション管理セミナー 
マンション管理組合相談 
マンション管理サポートネット
マンションみらいネット

（財）東京都防災・建築まちづくりセンター
分譲マンション専門相談 
分譲マンションアドバイザー派遣 
マンション改修工事助成 

世田谷区マンション管理士団体連絡協議会 

マンション管理士の活用支援 

３３．．住住宅宅資資産産活活用用ププロロジジェェククトト  
－－ＮＮＰＰＯＯとと連連携携ししたたホホーームムシシェェアア等等のの推推進進－－  

高齢者等が所有する空室・空家などの住宅資産を有効活用するため、ルームシェアや空

家の賃貸化などのほか、ＮＰＯが仲介を行い若者等への「ホームシェア」事業を行います。 

 
 空家・空室の発生 

空家・空室の賃貸 

空室のホームシェア

同居者による 
高齢者の見守り 

空家のホームシェア

居住者同士の 
交流を推進 

ＮＰＯ、不動産 
関連団体等による 

マッチング 住宅を所有 
する高齢者等 

子育て支援、 
高齢者・障害者 
支援等への活用 

あんしんすこやか 
センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４．．住住宅宅関関連連情情報報提提供供ププロロジジェェククトト  
－－履履歴歴情情報報、、性性能能表表示示等等良良質質なな住住宅宅確確保保にに向向けけたた情情報報提提供供－－  

良質な住宅確保を進めるために、住宅性能表示、住宅ストックに関するリフォーム・リノベ

ーションの履歴情報の活用等、地域の住宅関連事業者と連携した取り組みを進めます。 

 

５５．．環環境境配配慮慮住住宅宅推推進進ププロロジジェェククトト  
－－住住宅宅のの長長寿寿命命化化、、省省エエネネ、、緑緑化化、、雨雨水水利利用用にによよるる環環境境配配慮慮住住宅宅のの促促進進－－  

家庭部門での CO2 排出量削減を進めるために、住宅の省エネ性能を高める「省エネ化」

を進めます。また、「みどりとみず」を生かし、様々な制度を活用して緑化等を推進します。

 

 

２．住宅履歴情報の蓄積・活用 １．優良な事業者情報の提供 

中古住宅 
購入希望者

住宅所有者

住宅履歴情報
サービス機関

不動産 
事業者 

事業者情報の流れ 

住宅履歴情報の流れ 

新築
時の
情報

保守
時の
情報

リフォ
ーム時
の情報

事業者 

設計事業者 工務店

世田谷区 
世田谷区住宅 
相談連絡協議会 住まいサポー

トセンター 

環境に配慮した 

住宅づくり／住まい方 

省エネルギーの促進 

・断熱、省エネ家電、太陽光
発電の促進等 

CO2の見える化 

・省エネナビ 
・CO2 ダイエット宣言等 

住宅の長寿命化 

・長期優良住宅の普及・啓発 
・マンション環境性能表示の

推進等 

住宅建材のリサイクル 

・建設リサイクル法の周知徹
底等 

みどり豊かな住まいづくり

・生垣・花壇、屋上・壁面緑
化助成 

・みどりの計画書、保存樹木
制度の推進等 

自然の水循環の回復 

・雨水浸透施設、雨水タンク
設置助成等 

 

 
平成 23(2011)年 3 月発行 

編集・発行 世田谷区都市整備部住宅課 

編集協力  パシフィックコンサルタンツ（株） 

〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 

電話 03-5432-1111（代） 

概要版 世田谷区第三次住宅整備方針 



改定世田谷区交通まちづくり基本計画 概要版

 

第１章 

○ 改定の背景 

・ 今回、小田急線の連続立体交差事業の進捗、新規コミュニティバス路線の導入、自転車

等駐車場の整備、都市計画道路や主要生活道路等整備の進捗等の交通基盤整備状況の変化、

ならびに更なる少子・高齢化の進展、交通安全・環境問題に対する区民意識の高まりなどを

踏まえ、「世田谷区交通まちづくり基本計画」を見直すこととした。 

○ 策定目的、位置づけ、目標年度 

 ・ 「世田谷区交通まちづくり基本計画」は、世田谷区の将来像を展望しつつ、望ましい交通

体系や交通サービスの確立を目指して、区の交通に関する施策の基本方針として平成１４年

９月に策定したものである。 

・ 「基本計画」の個別計画であるとともに、「都市整備方針」に定める街づくりに関する目

標を実現するため、分野別整備方針として策定するものである。 

・ 「基本計画」等の計画期間との整合をとり、平成２７年（２６年度）を目標年度とする。

 

第２章 

○ 動向 

・ 人口・世帯の動向 

・ 世田谷区の地理的特性とパーソントリップの状況 

・ 環境問題の動向 

・ 区政の動向 

・ 区内の交通基盤整備の動向 

・ 都市交通をめぐる国、都の動向 

○ 交通まちづくりにおける今後の課題 

１ 少子・高齢化への対応 

  誰もが安心して移動できる公共交通サービスの確保・交通基盤の形成 

２ 地球温暖化への対応 

  公共交通や自転車利用の促進など、環境にやさしい交通体系の整備 

３ 区民・ＮＰＯ等、交通事業者、行政の協働・連携 

  地域の活性化や持続可能な施策推進のため、協働・連携を強化 

４ 交通基盤整備の推進 

  道路整備の推進や交通結節機能の強化による交通ネットワークの充実、移動しやすさの向上

５ 身近な公共交通サービスの確保 

  コミュニティバスの導入、多様な交通手段の確保 

 

 

Owner
テキストボックス
資料６ 



第３章 

○ 交通まちづくり方針 

目標１ 世田谷区内の移動しやすさ（モビリティ）の向上 

・ 公共交通ネットワークの形成 

便利で快適なバスや鉄道等の公共交通機関が利用できるよう、公共交通ネットワークの

形成を図る。 

・ 円滑な自動車交通の確保 

ラッシュ時間帯においても、自動車で区内をスムースに移動できる環境の整備を図る。

目標２ 環境的に持続可能な交通体系の整備 

・ 公共交通や自転車の利用環境の向上 

地球環境に貢献するため、公共交通や自転車の利用環境の向上を図ることにより、利用

を促進する。 

・ 自動車による環境負荷の軽減 

低公害自動車の普及や円滑な交通流動による環境負荷の軽減等を図る。 

目標３ 誰もが安心して移動できる安全な交通基盤の形成 

・ ユニバーサルデザインの推進 

障害の有無、年齢、国籍等に関わらず、あらかじめすべての人が利用しやすいような交

通基盤の整備を進める。 

・ 安全で快適な歩行空間等の形成 

自動車交通と歩行者、また、自転車等が錯綜しない安全で快適な歩行空間等の形成を図

る。 

○ 基本的な取り組み方 

１ 地域特性を生かした交通まちづくりの推進 

・ 交通の軸と拠点 

・ 道路等都市基盤整備と合わせたネットワーク 

・ 地域のストックを踏まえたネットワーク 

２ 区民・ＮＰＯ等、事業者、行政の協働による交通まちづくり 

 ・ 協働の必要性 

 ・ 住民・ＮＰＯ等、事業者、行政とのパートナーシップ 

・ 交通まちづくりにおける協働のあり方 

３ ハード施策とソフト施策の総合化 

・ 道路整備等の交通施設の整備と、人的な協力・支援体制の確立等 

 



 

第４章 

○ 交通手段別の目標 

【公共交通】 

 施策１ 総合的な公共交通体系の構築 

  方策１ 鉄道・バス等による公共交通ネットワークの形成 

  方策２ 駅前広場等の整備 

  方策３ 協働による取り組みの推進 

 施策２ 公共交通のユニバーサルデザインの推進 

  方策１ 交通施設の面的なユニバーサルデザイン化 

  方策２ 交通機関のユニバーサルデザイン化 

【鉄道交通】 

 施策１ 連続立体交差化の促進 

  方策１ 連続立体交差事業の推進及び検討 

  方策２ 駅周辺のまちづくり、駅前広場等の整備 

 施策２ 鉄道駅やその周辺地域のユニバーサルデザインの推進 

  方策１ 鉄道駅のユニバーサルデザイン化 

  方策２ 駅周辺地域のユニバーサルデザイン化 

 施策３ エイトライナーの導入促進 

  方策１ エイトライナーの導入促進へ向けた働きかけ 

 【バス交通】 

 施策１ バスネットワークの充実 

  方策１ バス路線網の充実 

  方策２ バス走行環境の確保 

  方策３ 駅前広場へのバスの乗り入れ 

 施策２ バス運行サービスの充実 

  方策１ バス運行サービスのユニバーサルデザイン化 

  方策２ バス停留所施設の整備 

  方策３ バス走行環境の向上 

  方策４ バス運行頻度の維持・向上 



【自動車交通】 

 施策１ 道路整備等による円滑な自動車交通の確保 

  方策１ 道路整備の推進 

  方策２ 自動車交通の需要抑制 

  方策３ 路上駐車対策の促進 

 施策２ 交通事故対策の実施 

  方策１ 交差点改良 

  方策２ 交通安全の啓発活動 

  方策３ 路上駐車対策の促進（再掲） 

 施策３ 環境対策の実施 

  方策１ 環境に配慮した道路整備の推進 

  方策２ 自動車に過度に依存しない交通体系の構築 

  方策３ 環境に配慮した交通の啓発活動 

【自転車交通】 

 施策１ 放置自転車対策の実施 

  方策１ 「世田谷区自転車等の利用に関する総合計画」の見直し 

  方策２ 自転車等駐車場の整備 

  方策３ 既存施設の有効活用 

  方策４ レンタサイクルポートの普及推進 

  方策５ 放置自転車防止・安全利用キャンペーン等の実施 

 施策２ 安全で快適な自転車走行空間の整備 

  方策１ 「世田谷区自転車等の利用に関する総合計画」の見直し（再掲） 

  方策２ 基本計画及び実施計画の策定、実現の推進 

 施策３ 自動二輪の違法駐車対策の実施 

  方策１ 自動二輪の違法駐車対策の実施 

  方策２ 自動二輪車駐車場の整備 

 【歩行空間】 

 施策１ 歩行空間の整備 

  方策１ 主要な生活道路の歩道整備 

  方策２ 歩行者空間ネットワークの整備 

  方策３ 住宅街区の歩行空間整備 

  方策４ 住民や商店街等と一体となった取り組み 

 施策２ 歩行空間のユニバーサルデザインの推進 

  方策１ 歩行空間のユニバーサルデザイン化 

  方策２ 歩道の有効幅員の確保 

 施策３ 商店街における歩行空間の改善 

  方策１ 地区交通計画の策定 

  方策２ 不法占用物件の除去や是正 

  方策３ 歩行空間の整備 



 

第５章 

○ 重点施策と展開方針 

１ 道路と鉄道の立体化の促進 

２ エイトライナーの導入促進 

３ バスネットワークの充実 

４ （仮称）自転車走行空間ネットワーク構想の推進 

５ 「環境的に持続可能な交通」を考えるイベント等の開催 

６ 交通施設のバリアフリー化の推進 

７ 歩行者・自転車優先の地区交通計画の推進 

 



Owner
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計画の目標 

● みどりとみずのまちの将来構造図 ● 
■ みどりとみずの骨格をつくります。 

大規模公園やまとまりのあるみどりを
みどりの拠点として、拡げていきます。

国分寺崖線と多摩川を骨格的なみどり
とみずの軸として、重点的に保全しま
す。 

河川や緑道をみどりとみずの軸とし
て、緑化や水辺を再生します。 

幹線道路とその沿道をみどりの軸とし
て、道路や沿道を緑化します。 

軸と拠点をつなぎネットワークをつく
ります。 

● 区全域で雨水浸透、雨水貯留を進めま
す。 

 

■ 地域特性に応じたみどりとみずのまちづ
くりを行います。 

区全域を緑化重点地区として、緑化を
推進します。 

● 駅周辺の緑化を進め、商店街へみどり
を拡大します。 

● 住宅地では、農地や樹林のみどりを保
全しつつ、新たな緑化を進めます。 

● 街づくり事業と連携して、まとまりあ
るみどりの保全と緑化を進めます。 

● 防災街づくり地区等では、防災街づく
りのなかで緑化を進めます。 

みどり 
の拠点 

骨格的なみど
りとみずの軸 

みどりと 
みずの軸 

みどりの軸

みどりの 
ネットワーク 

緑化重点地区

世田谷みどり３３に向けて 
● 区制 100 周年（2032（平成 44）年）にみどり率３３％の達成をめざします ● 

＜10 年間の目標＞ 

● 2017（平成 29）年にみどり率 27.5％の達成をめざします。 

● １１２ha のみどりとみずを増やします。 

目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
４
つ
の
基
本
方
針
と
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
を
ま
と
め
ま
し
た
。 

「みどりとみずの環境共生都市・世田谷」の実現をめざします。
世田谷らしいみどりとみずの保全 

基本方針
１ 

国分寺崖線の保全 
１-１

(1) 特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、
保存樹木・樹林地、小さな森等の諸制度の活
用 

(2) 国分寺崖線保全整備条例ほか 3 条例による
建築規制及び緑化 

(3) 「地区計画」や「緑地協定」によるみどりの
保全、創出 

(4) みどりを守り増やすための基金による緑地
の確保 

(5) 崖線のみどりとみずにふれあい、守り育てる
運動の促進 

(6) 国分寺崖線にある湧水の保全活用 

(1) 農業の基盤づくり 

(2) ふれあい農業の推進 

(3) 体験農園の拡充 

(4) 次大夫堀公園の自然体験農園の開設 

(5) 区民農園の充実 

(6) 新たな生産緑地地区の指定 

(7) 環境農地の保全活用に向けた新たな方

策の検討 

(8) 国へ相続税納税猶予制度の改正等を要

望 

(9) 他の自治体と連携した農地の保全運動 

社寺林や屋敷林など地域の歴史を 
伝えるみどりの保全 

(1) 開発時における既存のみどりの保全 

(2) 大規模敷地の緑地保全方針の策定 

(3) 特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、
保存樹木・樹林地、小さな森等の諸制度の活
用 

(4) 地域のみどりとみずの財産を知り、守り育て
る運動の拡大 

(5) 「地区計画」や「緑地協定」によるみどりの
保全 

(6) 風景づくり計画と連携した景観重要樹木指
定の検討 

(7) 樹木のリサイクルの促進 

(8) 名木百選や巨樹の PR 

１-３

生物生息空間の保全・回復と 
ネットワーク化 

(1) 河川、湧水などの水辺と周辺のみどりを

活かしたビオトープづくりの推進 

(2) 学校ビオトープづくりの推進 

(3) 区民参加による身近な生き物調査の推

進 

１-２ 

農が培ってきたみどりの保全
１-４ 

国分寺崖線 

ビオトープ 

 

※ みどり率は、樹木、草、農地等の緑

で被われた土地の面積率（緑被率）

に「公園内の緑で被われていない部

分」「河川等の水面」の面積割合を

加えたもの。 

 ＜目標量＞ 

公園 24.5ha 

道路 19.5ha 

学校 9.6ha 

公共施設 5.6ha 

民有地 74.8ha 

農地 －22.0ha（減少を抑制） 



  

水循環の回復と水環境の改善
２-１ 

２-２ 

２-３ 

雨水タンク 

(1) 道路、公園、公共施設及び開発行為や集合住宅
建築、駐車場等における雨水浸透・雨水貯留施
設設置、透水性舗装、保水性舗装の推進と指導 

(2) 建築時の雨水浸透施設設置の全戸普及の推進 

(3) 建物への雨水貯留・利用の促進と雨水タンク設
置助成 

(4) 湧水や河川水の導水、下水高度処理水の活用に
よる河川の水量の確保 

(5) 建築時の地下水・湧水保全指導 

(6) 野川に入る合流式下水道の改善を都へ要望 

(7) 河川の浚渫、清掃 

(8) 地下水・湧水調査や河川の水質調査 

(9) 流域連絡会、NPO、地域住民等との連携による
河川環境の保全 

(1) 雨水浸透施設の設置の促進 

(2) 雨水流出抑制としての雨水貯留の推進 

(3) 河川改修、調整池の設置等を都へ要望 

(4) 災害発生に備えた震災対策用井戸、防火水槽

等の確保と水辺の再生 

災害に備えた水環境の整備 

地域に親しまれ、区民が 
ふれあえる水辺の再生 

(1) 水辺ネットワークの形成 

(2) 多様な生き物のすみかの創出 

(3) 水辺とともにある地域の水文化の再生

(4) 防災などの機能を果たす水辺の整備の

推進 

(5) 水辺の再生に向けた水源の確保 

(6) 区民との協働による水辺づくりや保全

活動の推進 

(7) 多摩川の自然環境の再生 

(8) 子どもから高齢者まで誰でもふれあえ

る水辺の整備 

(9) 水の恵みについて学べる水辺の整備 

地域の水循環の回復と水環境の再生 
基本方針 

２ 

○ 水辺再生方針図 ○ 



 

地域にあったみどりとみずの創出 
基本方針

３ 

みどりとみずによる
安全なまちづくり 

３-１ 

(1) 防災上の重点課題のある地区

にみどりとみずの防災機能を

拡充 

(2) みどりを活かした防災活動拠

点の形成 

公園緑地の整備と運営管理 ３-２ 

３-３ 
道路の緑化 (1) 木がのびのびと育つ道路づくり 

(2) 地域の特性に応じた道路緑化 

(3) 道路緑化の実験 

(4) 道路緑化整備指針の策定 

(5) フラワーロードの整備 

(6) みどりの軸の実現のための都・

国との連携 

(7) 外環の整備時の十分な緑化や地

下水の保全を国へ要望 

(8) 高架下の緑化や壁面緑化の要望 

みどりの学校づくり 
３-４

(1) 校庭芝生化の推進 

(2) 屋上緑化の推進 

(3) みどりのカーテンづくり 

(4) シンボルツリー植樹 

(5) 学校ビオトープの整備 

みどりの公共施設づくり 
３-５ 

(1) 公 共 施 設 の

特 性 を 活 か

し た 緑 化 の

推進 

(2) 「地域の庭」

の育成 

(3) 花 の 名 所 づ

くり 

● 新たな公園緑地の整備 

● 安全・安心で魅力的な公園づくり 

民有地のみどりのまちづくり 
３-６

● みどりと花いっぱい運動の推進 

(1) みどりと花のあるまちづくり

の普及啓発や運動の推進 

(2) 道路沿道の緑化の促進 

(3) 屋上緑化、壁面緑化 

(4) 駐車場の緑化の促進 

(5) 駅周辺や商店街緑化の促進 

(6) 空地の花による緑化 

(7) 企業敷地等の緑化の促進 

(8) 鉄道沿線の緑化の促進 

(9) 鉄道の車窓からのみどりの風

景づくりの促進 

● 緑化の指導の推進 

(1) みどりの計画書の届出制度

等による緑化指導の強化 

(2) 地区計画等緑化率条例制度

や緑化地域制度の活用 

● 雨水浸透や雨水貯留の促進 

(1) 住宅の雨水タンク設置助成などの雨水の貯留と利用の

促進 

(2) 集合住宅等における雨水浸透施設設置、雨水貯留の促進

(3) 建築時の雨水浸透施設設置の拡充 

(1) エコ口ジカルなまちづくりをリードする公園づくり 

(2) 防災公園づくり 

(3) 安全・安心の公園づくり 

(4) 公園のユニバーサルデザインの推進 

(5) 「健康せたがやプラン」と連携した公園緑地の活用 

(6) 子どもがのびのび遊べる公園づくり 

(7) 花による緑化の推進 

(8) パートナーシップによる管理協定制度の新たな展開 

(9) 公園いきいき事業の推進 

(1) 建築物緑化認定制度の創設 

(2) 緑化施設整備計画認定制度

の活用 

(3) 緑化助成制度の拡充による

多様な緑化の促進 

(4) 樹木のリサイクルの促進 

● 緑化の顕彰や支援・誘導の推進 

○ 公園配置方針図 ○ 

(1) 中規模公園緑地の整備 

(2) 公園緑地の拡大 

(3) 街づくり事業と連携した良好な公園緑地
の整備 

(4) 効果的な手法による都市計画公園の整備 

(5) みどりを守り育てる基金による公園緑地の

確保 

(6) 新たな都市公園制度の活用 

(7) 寄付公園制度の設置 



 

みどり文化の情報発信 
４-１ 

４-４
みどりとみずの活動を
支える人材の育成 

(1) 「せたがやグリ

ーンライフ」情報

誌の発行 

(2) ホームページ、地

域情報誌等多様

な情報媒体を活

用したみどり情

報の発信 

(3) 「街かどみどり

の情報板」の公園

や緑道への設置 

４-２
学習体験の場と機会の拡充 

(1) 「(仮称)グリーンライフマップ」による

身近なみどりとみずにふれあえる場の

紹介 

(2) フィールドミュージアムの整備 

(3) 特色ある公園緑地の整備や市民緑地の

確保、水辺の再生などの多様なグリーン

ライフの場づくり 

(4) 多様な区民の生活スタイルに応じたグ

リーンライフの提供 

(5) 学校の地域学習や地域の生涯学習等と

連携したみどりとみずの学習機会拡充 

(1) みどりの推進員制度の活用 

(2) みどりとみずの活動の担い手の育成 

(3) トラスト運動への参加の呼びかけ 

(4) 落ち葉掃きボランティアや花壇ボラン

ティア、公園ボランティアなどの人材

の募集 

(5) 学校での芝生の維持管理ボランティ

ア、ビオトープボランティアなどの人

材の募集 

(6) みどりとみずを守る活動を行う団体同

士の交流 

みどりとみずのある暮らしの応援 
基本方針

４ 

(1) 保存樹木・樹林地制度の活用による樹木・樹

林地の保全支援の推進 

(2) 生垣、花壇造成、屋上緑化・壁面緑化の助成

制度による緑化活動支援 

(3) 雨水浸透施設設置、雨水タンク設置の助成制

度の活用の推進 

(4) 緑化相談の拡充 

(5) 建築物等の緑化認定などの「（仮称）世田谷

みどり３３認定制度」の設置 

(6) 寄付による公園づくり 

(7) みどりとみずの活動表彰 

(8) 企業の緑の貢献活動の支援 

(9) みどりのボランティアを行う際の活動メニ

ューの紹介 

(10) 風景づくり活動との連携 

区民、事業者のみどりとみずを守り
育てる活動の支援 

４-３ 

トラストまちづくり ビジターセンター 

国分寺崖線発見マップ 

公園内の掲示板 



  

世田谷区みどりとみず政策担当部みどり政策課 

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4-21-27  TEL 03-5432-2281 
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/            FAX 03-5432-3083 
 

広報印刷物登録番号 

No.475 

世田谷区役所 

世田谷４－２１－２７ 
ＴＥＬ：5432-1111（代） 
● 世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩５分 

● バス世田谷区民会館（渋谷駅・田園調布駅・五反田～世田谷区民会館） 

● バス世田谷区役所入口（渋谷駅～上町・祖師ヶ谷大蔵駅・成城学園駅・

調布駅南口、等々力～祖師ヶ谷折返所） 

北沢総合支所 

北沢 2-8-18 

ＴＥＬ：5478-8000 

● 小田急線・井の頭線下北沢駅南口徒歩５分

● バス北沢タウンホール（駒沢陸橋～北沢タ

ウンホール） 

玉川総合支所 

等々力３-4-１ 

ＴＥＬ：3702-1131 

● 大井町線等々力駅徒歩１分 

● バス等々力（等々力～渋谷駅・玉堤循環、

等々力操車所～東京駅南口・祖師ヶ谷折返

所・成城学園前駅） 

烏山総合支所 

南烏山 6-22-14 

ＴＥＬ：3326-1202 

● 京王線千歳烏山駅徒歩５分 

● バス千歳烏山駅（南口）（千歳船橋駅・成

城学園前駅西口～千歳烏山駅（南口）） 

● バス千歳烏山駅（北口）（成城学園前駅西

口～千歳烏山駅（北口）） 

● バス烏山総合支所前（吉祥寺駅～千歳烏山

駅（北口）） 

砧総合支所 

成城 6-3-10 

ＴＥＬ：3482-1321 

● 小田急線成城学園前駅徒歩３分 

● バス成城学園前駅（成城学園前駅～渋谷駅・

等々力操車所・用賀駅・二子玉川駅・都立大

学駅北口・千歳船橋駅・神代団地・狛江営業

所・調布駅南口・千歳烏山駅・狛江駅） 

世田谷区みどりとみずの基本計画
は、区政情報センター（世田谷区民会
館内）と総合支所区政情報コーナー、
みどり政策課出張所、まちづくり出張
所、区のホームページでご覧になれま
す。 

区民情報センターと区政情報コーナ
ーで有料で頒布しています。 
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